
自己株式の取得〜ミニ公開買付けの方法

株主全員※

会 社 ②取得の決定※（取得する株式数、1株の対価の額、対価の総額、譲渡の申込期⽇）

株主総会 ①取得枠の設定＝株主総会決議（取得する上限株式数、対価の総額、取得期間）
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※種類株式を発⾏する会社では取得する種類株式の株主全員

譲渡を希望する株主

この枠内で授権

※取締役会設置会社は取締役会の決定


